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主 要 判 決 全 文 紹 介
≪大阪地方裁判所≫

特許権侵害差止等請求事件
（熱可塑性樹脂組成物事件）［上］（全２回）

１．事案の概要

（１）本件は、本件特許権（特許第4974971号）を有する原告が、被告製品の販売等の差止めおよび損害
賠償請求を求めた侵害訴訟（以下、本件訴訟ともいう）である。

（２）本件侵訟において原告は以下の請求を行った。
ア　被告は、別紙被告製品目録記載の樹脂を製造し、販売し、輸出し又は販売の申出をしてはならない。
イ　被告は、前項記載の樹脂及びその半製品（別紙被告製品説明書記載の各構造を具備しているが
製品として完成するに至らないもの）を廃棄せよ。


